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○

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
収
納
す
る
運
搬
容
器
の
構
造

（
感
染
性
一
般
廃
棄
物
を
収
納
す
る
運
搬
容
器
の
構
造
）

）

第
一
条
の
十
一

令
第
四
条
の
二
第
一
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

第
一
条
の
十
一

令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
係
る
令
第
四
条

定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
二
第
一
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と

一

密
閉
で
き
る
こ
と
。

お
り
と
す
る
。

二

収
納
し
や
す
い
こ
と
。

一

密
閉
で
き
る
こ
と
そ
の
他
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
漏
洩
を
防

三

損
傷
し
に
く
い
こ
と
。

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

収
納
し
や
す
い
こ
と
。

三

損
傷
し
に
く
い
こ
と
。

（
感
染
性
一
般
廃
棄
物
を
収
納
す
る
運
搬
容
器
の
構
造
）

第
一
条
の
十
一
の
二

感
染
性
一
般
廃
棄
物
に
係
る
令
第
四
条
の
二
第
一

号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
前
条
第
二
号
及
び

第
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
密
閉
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
所
要
の
措
置
）

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
所
要
の
措
置
）

第
一
条
の
十
四

令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト

の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令

第
一
条
の
十
四

令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト

の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令

(3)

(3)

で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
廃
棄
物

一

令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
一
般
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
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の
腐
食
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

般
廃
棄
物
の
腐
食
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
九
条

法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定

第
九
条

法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定

め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

食
料
品
製
造
業
に
お
い
て
原
料
と
し
て
使
用
し
た
動
物
に
係
る
固

形
状
の
不
要
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
牛

の
脊
柱
に
限
る
。
）
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

せ
き

十
一

と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
条
第
二

十

と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項

項
に
規
定
す
る
と
畜
場
に
お
い
て
と
さ
つ
し
、
又
は
解
体
し
た
同
条

に
規
定
す
る
と
畜
場
に
お
い
て
と
さ
つ
し
、
又
は
解
体
し
た
同
条
第

第
一
項
に
規
定
す
る
獣
畜
及
び
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥

一
項
に
規
定
す
る
獣
畜
及
び
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検

検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
六
号

査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
六
号
に

に
規
定
す
る
食
鳥
処
理
場
に
お
い
て
食
鳥
処
理
を
し
た
同
条
第
一
号

規
定
す
る
食
鳥
処
理
場
に
お
い
て
食
鳥
処
理
を
し
た
同
条
第
一
号
に

に
規
定
す
る
食
鳥
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て

規
定
す
る
食
鳥
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生

生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う

じ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

者
十
二

動
物
の
死
体
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、

十
一

動
物
の
死
体
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、

畜
産
農
業
に
係
る
牛
の
死
体
に
限
る
。
第
十
条
の
三
第
八
号
に
お
い

畜
産
農
業
に
係
る
牛
の
死
体
に
限
る
。
第
十
条
の
三
第
八
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

て
同
じ
。
）
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者

十
三

（
略
）

十
二

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）
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第
九
条
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
（
証
券
取

引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
て
い
る

と
き
は
、
前
項
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
、
当
該

有
価
証
券
報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

３

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二

項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受

け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

な
い
も
の
（
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
、
第
十
条
の
十
二
第
二
項

な
い
も
の
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証

及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場

、
第
十
条
の
四
第
四
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六
第
二

合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま

項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許

）
及
び
第
十
一
条
第
八
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十

可
証
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
許
可
の
更
新
の
申
請

一
の
三
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
四
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十

の
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に

受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に

限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に

代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
（
許
可
の
更
新
の
申
請
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
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が
で
き
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
）

第
十
条
の
三

法
第
十
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令

第
十
条
の
三

法
第
十
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令

で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

動
物
の
死
体
の
み
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
化
製
場
等
に
関

八

動
物
の
死
体
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
化
製
場
等
に
関
す
る

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
一
条
第
二
項
に

法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定

規
定
す
る
化
製
場
に
お
い
て
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

す
る
化
製
場
に
お
い
て
処
分
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

九

（
略
）

九

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
四

（
略
）

第
十
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
し

て
い
る
と
き
は
、
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
九
条
の
二
第

二
項
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
に
代
え
て
、
当
該
有
価
証
券

報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

３

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二

項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受

け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
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な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
四
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
、
第
十
条
の

な
い
も
の
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証

十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場

を
含
む
。
）
、
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六
第
二

合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の

項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

う
ち
第
九
条
の
二
第
二
項
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

）
及
び
第
十
一
条
第
八
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の
十

の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
さ
せ

一
の
三
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
四
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
許
可
の
更
新
の
申
請
の
場
合
に
は
、
こ

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に

の
限
り
で
は
な
い
。

受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に

限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
九
条
の
二
第
二
項
第
九
号
か
ら

第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許

可
に
係
る
許
可
証
（
許
可
の
更
新
の
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
九

（
略
）

第
十
条
の
九

（
略
）

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
収

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
収

集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る

集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ

る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第

る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第

五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
四

五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
四

項
中
「
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二

項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、

第
四
項
（
こ
の
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

３

第
十
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
処

３

第
十
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
処

分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ
る
の

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
と
あ
る
の

は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号

は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号

中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
四
項
中

中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
こ
の
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
四
第
四

「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
そ
れ

項
（
こ
の
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
十
二

（
略
）

第
十
条
の
十
二

（
略
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
第
十
条
の
十
二
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場

合
に
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

運
搬
容
器
の
構
造
図

二

随
時
必
要
な
連
絡
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
設
備
又
は
器
具
（
以
下
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「
連
絡
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

三

事
故
時
に
お
け
る
当
該
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化

ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
飛
散
、

流
出
又
は
地
下
へ
の
浸
透
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生

じ
な
い
よ
う
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
設
備
又
は
器
具
（
以
下

「
応
急
措
置
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

四

そ
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
次
条
第
二
号
ロ

か
ら

ま
で

(1)

(4)

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を

示
す
書
類

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
基
準
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
基
準
）

第
十
条
の
十
三

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
第
一
号
（
法
第
十
四
条
の
五

第
十
条
の
十
三

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
第
一
号
（
法
第
十
四
条
の
五

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
環
境
省

令
で
定
め
る
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

施
設
に
係
る
基
準

一

施
設
に
係
る
基
準

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物

又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し

て
行
う
場
合
に
は
、
応
急
措
置
設
備
等
及
び
連
絡
設
備
等
が
備
え

付
け
ら
れ
た
運
搬
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
・
ヘ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二

申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

二

申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
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又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し

て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
が
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。

当
該
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

(1)
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
性
状
に
関
し
特

に
注
意
す
べ
き
事
項

当
該
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

(2)
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
性
状
に
応
じ
た

取
扱
い

事
故
時
に
お
け
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す
る

(3)
た
め
に
講
ず
る
応
急
の
措
置

緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
の
方
法

(4)
ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
の
十
六

（
略
）

第
十
条
の
十
六

（
略
）

２

第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
五

２

第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る

に
お
い
て
、
第
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る

の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
、
「
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処

の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
、
「
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処

分
」
と
あ
る
の
は
「
埋
立
処
分
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
項
」
と

分
」
と
あ
る
の
は
「
埋
立
処
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
第
十
条
の
四
第
四
項
」
と
、
「
第
十
条
の
十
六
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請

）

）

第
十
条
の
二
十
二

（
略
）

第
十
条
の
二
十
二

（
略
）

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業

２

第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て

廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計

画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四

画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
四

号
及
び
第
五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、

号
及
び
第
五
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
同

同
条
第
四
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
二
第
四
項
」
と

条
第
四
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者

、
「
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、
同
条

」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」

と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
五

３

第
十
条
の
四
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
第
四

項
ま
で
並
び
に
第
十
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業
廃

項
ま
で
並
び
に
第
十
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
処
分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す

棄
物
処
分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
事
業
計

画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
六

画
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
事
業
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
六

号
及
び
第
七
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
、

号
及
び
第
七
号
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
に
係
る
事
業
」
と
同

同
条
第
四
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
四
第
四
項
」
と

条
第
四
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者

、
「
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、
同
条

」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
項
中
「
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」

と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
十
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事

５

法
第
十
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者

六

申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

七

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号

七

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号

ニ
に
規
定
す
る
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

ニ
に
規
定
す
る
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）

７

申
請
者
は
、
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
し

て
い
る
と
き
は
、
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て

、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

７

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六

項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二

項
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
受

け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

け
た
許
可
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

な
い
も
の
（
第
九
条
の
二
第
四
項
（
第
十
条
の
九
第
二
項
、
第
十
条
の

な
い
も
の
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証

十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場

を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
四
項
（
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条

合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま

の
十
六
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
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合
を
含
む
。
）
及
び
こ
の
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四
項
、
第
十
二
条
の

可
証
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一
の
三
第
三
項
、
第
十
二
条
の
十
一
の
四
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の

十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別

に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部
又
は
一
部

に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。
第
十
二
条
の
二

（
略
）

第
十
二
条
の
二

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

13

13

汚
染
物
に
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
又
は
封
入
さ
れ
た
ポ
リ

汚
染
物
に
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
又
は
封
入
さ
れ
た
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
施
設
（
以
下
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
施
設
（
以
下
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染

物
分
解
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
次
の
と

物
分
解
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

五

還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

ハ

次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質

反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質

(1)

(1)

等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る

及
び
塩
化
水
素
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)
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ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

粒
子
状
の
物
資
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出

ホ

粒
子
状
の
物
資
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設

設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等
の
飛
散
及
び
流
出
を
防

備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

七

プ
ラ
ズ
マ
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

七

プ
ラ
ズ
マ
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質

反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質

(1)

(1)

等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る

及
び
塩
化
水
素
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

粒
子
状
の
物
資
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出

ホ

粒
子
状
の
物
資
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設

設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等
の
飛
散
及
び
流
出
を
防

備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

と
。

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

14

14

汚
染
物
分
解
施
設
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

汚
染
物
分
解
施
設
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

四

還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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ハ

次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質

反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質

(1)

(1)

等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る

及
び
塩
化
水
素
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

粒
子
状
の
物
資
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出

ホ

粒
子
状
の
物
資
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出
設

設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等
の
飛
散
及
び
流
出
を
防

備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

と
。

五

機
械
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

次
の
要
件
を
備
え
た
供
給
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
破
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る

(1)
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と

(2)
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

高
温
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

(1)
置
が
講
じ
ら
れ
た
反
応
器
を
有
す
る
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
、
反

(2)
応
器
の
回
転
数
及
び
滞
留
時
間
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)

爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

(4)
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こ
と
。

反
応
器
内
の
温
度
及
び
反
応
器
の
回
転
数
を
連
続
的
に
測
定

(5)
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。

ハ

反
応
器
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
等
及

び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
除
去
設

備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

事
故
時
に
お
け
る
反
応
器
か
ら
の
ガ
ス
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

粒
子
状
の
物
質
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出

設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等
の
飛
散
及
び
流
出
を
防

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

六

溶
融
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

次
の
要
件
を
備
え
た
供
給
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
破
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る

(1)
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と

(2)
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
要
件
を
備
え
た
反
応
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

高
温
に
耐
え
、
か
つ
、
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

(1)
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
溶
融
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

(2)
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及
び
滞
留
時
間
を
適
正



- 15 -

に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

外
気
と
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)

爆
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

(4)
こ
と
。

反
応
設
備
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ

(5)
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

次
の
要
件
を
備
え
た
除
去
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

反
応
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質

(1)
等
及
び
塩
化
水
素
そ
の
他
の
ガ
ス
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

除
去
設
備
内
の
生
成
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か

(2)
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を

(3)
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ニ

事
故
時
に
お
け
る
反
応
設
備
か
ら
の
ガ
ス
の
漏
出
を
防
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

粒
子
状
の
物
質
等
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
出

設
備
及
び
貯
留
設
備
（
粒
子
状
の
物
質
等
の
飛
散
及
び
流
出
を
防

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（
略
）

（
略
）

15

15

第
十
二
条
の
七

（
略
）

第
十
二
条
の
七

（
略
）
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２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

13

13

汚
染
物
分
解
施
設
を
除
く
。
）
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次

汚
染
物
分
解
施
設
を
除
く
。
）
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

四

還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ

ニ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
を
除
去
す
る
こ
と

と
。

。

ホ
～
ヲ

（
略
）

ホ
～
ヲ

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

六

プ
ラ
ズ
マ
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

六

プ
ラ
ズ
マ
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ

ホ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
を
除
去
す
る
こ
と

と
。

。

ヘ
～
ワ

（
略
）

ヘ
～
ワ

（
略
）

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
施
設
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

14

14

汚
染
物
分
解
施
設
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

汚
染
物
分
解
施
設
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

水
熱
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

二

水
熱
酸
化
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

反
応
器
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
必
要
に

イ

反
応
設
備
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
必
要

応
じ
て
破
砕
す
る
こ
と
。

に
応
じ
て
破
砕
す
る
こ
と
。

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）
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三

還
元
熱
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

三

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ

ホ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
を
除
去
す
る
こ
と

と
。

。

ヘ
～
ワ

（
略
）

ヘ
～
ワ

（
略
）

四

機
械
化
学
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

反
応
器
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
必
要
に

応
じ
て
破
砕
す
る
こ
と
。

ロ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
薬

剤
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ハ

反
応
中
は
、
反
応
に
必
要
な
温
度
、
圧
力
及
び
反
応
器
の
回
転

数
を
保
つ
と
と
も
に
、
異
常
な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。

ニ

反
応
中
の
反
応
器
内
の
温
度
及
び
反
応
器
の
回
転
数
を
連
続
的

に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ホ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ

と
。

へ

粒
子
状
の
物
質
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該

物
質
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

ト

除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
粒
子
状
の
物
質
及

び
塩
化
水
素
の
濃
度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録

す
る
こ
と
。

チ

生
成
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。
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リ

生
成
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当

該
水
の
飛
散
及
び
流
出
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ヌ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を

放
流
す
る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量

、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度

を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

五

溶
融
分
解
方
式
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

反
応
設
備
に
投
入
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
を
必
要

に
応
じ
て
破
砕
す
る
こ
と
。

ロ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
数
量
及
び
性
状
に
応
じ
、
溶

融
固
化
体
を
形
成
す
る
た
め
に
溶
融
補
助
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る

清
浄
土
等
の
供
給
量
を
調
節
す
る
こ
と
。

ハ

反
応
中
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
溶
融
及
び
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
分
解
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
を
保
つ
と
と

も
に
、
異
常
な
高
温
又
は
高
圧
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ニ

反
応
設
備
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ
、

記
録
す
る
こ
と
。

ホ

除
去
設
備
内
の
生
成
ガ
ス
の
温
度
を
連
続
的
に
測
定
し
、
か
つ

、
記
録
す
る
こ
と
。

ヘ

除
去
設
備
内
に
た
い
積
し
た
粒
子
状
の
物
質
等
を
除
去
す
る
こ

と
。

ト

除
去
設
備
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
成
ガ
ス
中
の
主
要
な
成
分
を
測

定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。
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チ

粒
子
状
の
物
質
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
当
該

物
質
を
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
。

リ

除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
環
境
大
臣
の
定
め

る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方

メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
処
理

す
る
こ
と
。

ヌ

除
去
設
備
の
出
口
に
お
け
る
生
成
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
粒
子
状
の
物
質
及
び
塩
化
水
素
の
濃

度
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

ル

生
成
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。

ヲ

生
成
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当

該
水
の
飛
散
及
び
流
出
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ワ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
の
処
理
に
伴
い
生
じ
た
排
水
を

放
流
す
る
場
合
は
、
放
流
水
中
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
量

、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量
及
び
水
素
イ
オ
ン
濃
度

を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。

カ

火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と

も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

15

15

（
記
録
の
閲
覧
）

（
記
録
の
閲
覧
）

第
十
二
条
の
七
の
二

法
第
十
五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
十
二
条
の
七
の
二

法
第
十
五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
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八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

一

記
録
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

一

記
録
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
日
ま
で
に
備
え
置
く
こ
と
。

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
日
ま
で
に
備
え
置
く
こ
と
。

イ

次
条
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
四
号
イ
、
第
五

イ

次
条
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
四
号
イ
及
び
ハ

号
イ
及
び
ハ

並
び
に
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

翌
月
の
末
日

並
び
に
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

翌
月
の
末
日

(1)

(1)

ロ

次
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
、
ハ

ロ

次
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
、
第
二
号
ロ
及
び
ニ
、
第
三
号
ロ
、
第

及
び
ホ
、
第
四
号
ロ
、
第
五
号
ニ
並
び
に
第
六
号
ニ
に
掲
げ
る
事

四
号
ニ
並
び
に
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

当
該
測
定
又
は
水
質

項

当
該
測
定
又
は
水
質
検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る

検
査
の
結
果
の
得
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

月
の
翌
月
の
末
日

ハ

次
条
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ニ
、
第
四
号
ニ

及
び

ハ

次
条
第
一
号
ハ
、
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ニ

及
び
ホ

、
第
四

(1)

(1)

(1)

ホ

、
第
五
号
ロ

並
び
に
第
六
号
ロ

、
ハ

、
ヘ

及
び
ト

号
ロ

並
び
に
第
五
号
ロ

、
ハ

、
ヘ

及
び
ト

に
掲
げ
る

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

に
掲
げ
る
事
項

当
該
除
去
又
は
点
検
を
行
つ
た
日
の
属
す
る

事
項

当
該
除
去
又
は
点
検
を
行
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

(1)月
の
翌
月
の
末
日

末
日

ニ

次
条
第
四
号
ハ
、
ニ

及
び
ホ

、
第
五
号
ロ

及
び
ホ
並
び

ニ

次
条
第
三
号
ハ
、
ニ

及
び
ホ

、
第
四
号
ロ

及
び
ホ
並
び

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

に
第
六
号
ロ

、
ハ

、
ホ
、
ヘ

及
び
ト

に
掲
げ
る
事
項

に
第
五
号
ロ

、
ハ

、
ホ
、
ヘ

及
び
ト

に
掲
げ
る
事
項

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

当
該
措
置
を
講
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ホ

次
条
第
五
号
ハ

に
掲
げ
る
事
項

当
該
付
着
又
は
混
入
が
認

ホ

次
条
第
四
号
ハ

に
掲
げ
る
事
項

当
該
付
着
又
は
混
入
が
認

(2)

(2)

め
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

め
ら
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
十
二
条
の
七
の
三

法
第
十
五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
十
二
条
の
七
の
三

法
第
十
五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

掲
げ
る
施
設
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

令
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
令
第
七
条
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十

三
号
に
掲
げ
る
施
設

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

処
分
し
た
産
業
廃
棄
物
の
各
月
ご
と
の
種
類
及
び
数
量

ロ

第
十
二
条
の
七
第
十
三
項
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ハ

、
第
五
号
ハ
、
ニ
及
び
ホ

並
び
に
第
六
号
ニ
並
び
に
第
十
四
項

(2)

第
二
号
ニ
、
第
三
号
ニ
、
第
四
号
ニ
、
第
五
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に

第
十
五
項
第
三
号
ハ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項

当
該
測
定
を
行
つ
た
位
置

(1)

当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

(2)

当
該
測
定
の
結
果

(3)
ハ

第
十
二
条
の
七
第
十
三
項
第
二
号
ニ
、
第
三
号
ホ
、
第
四
号
ホ

及
び
ル
、
第
五
号
ヘ
、
第
六
号
ヘ
及
び
ヲ
並
び
に
第
十
四
項
第
二

号
へ
、
第
三
号
へ
及
び
ヲ
、
第
四
号
ヌ
、
第
五
号
ト
及
び
ワ
並
び

に
第
十
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
第
十
三
項
第
三
号
ホ
並
び
に
第
十
五
項
第
三
号
ヘ
及
び
チ
の
規

定
に
よ
る
測
定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
測
定
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
位
置

(1)

当
該
測
定
に
係
る
試
料
を
採
取
し
た
年
月
日

(2)

当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

(3)

当
該
測
定
の
結
果

(4)
ニ

第
十
二
条
の
七
第
十
三
項
第
四
号
ニ
及
び
第
六
号
ホ
並
び
に
第

十
四
項
第
三
号
ホ
、
第
四
号
ホ
及
び
第
五
号
へ
の
規
定
に
よ
る
粒
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子
状
の
物
質
等
の
除
去
を
行
つ
た
年
月
日

ホ

第
十
二
条
の
七
第
十
三
項
第
四
号
チ
及
び
第
六
号
リ
並
び
に
第

十
四
項
第
三
号
リ
、
第
四
号
ト
及
び
第
五
号
ヌ
の
規
定
に
よ
る
測

定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
測
定
に
係
る
生
成
ガ
ス
を
採
取
し
た
位
置

(1)

当
該
測
定
に
係
る
生
成
ガ
ス
を
採
取
し
た
年
月
日

(2)

当
該
測
定
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日

(3)

当
該
測
定
の
結
果

(4)

四
～
六

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
二
条
の
九

（
略
）

第
十
二
条
の
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る

４

第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い

書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
同
項
第
十

「
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
七

七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
十
一
条
第
六
項
第
七
号
及
び
第
九
号
に

号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第
十
一
条
第
六
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま

掲
げ
る
も
の
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
（
第
十
二
条
の
九
第
四

で
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
（
こ
の
項
」
と
、
「
第
六
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
第

十
一
条
第
六
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
等
の
許
可
の
申
請
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
等
の
許
可
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
一
の
三

（
略
）

第
十
二
条
の
十
一
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に

３

第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
前

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
同
項
第
十
号
か

項
第
七
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
三
号
及
び
第
五
号
」

ら
第
十
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で

と
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
」

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
、
「
第
十
二
条
の
十
一
の
三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と

、
「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
合
併
又
は
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
又
は
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
十
二
条
の
十
一
の
四

（
略
）

第
十
二
条
の
十
一
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に

３

第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
前

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
同
項
第
十
号
か

項
第
七
号
及
び
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
と

ら
第
十
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
及

、
同
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
」
と

び
同
項
第
三
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
「
第
十
二
条
の
十
一
の
四
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、

「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十

四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
同
項
第

三
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
相
続
の
届
出
）

（
相
続
の
届
出
）

第
十
二
条
の
十
二

（
略
）

第
十
二
条
の
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
一
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用

３

第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
八
項
中
「
こ
の
項
」
と
あ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
七
項
中
「
同
項
第
十
号
か

る
の
は
「
第
十
一
条
第
八
項
」
と
、
「
第
十
二
条
の
十
二
第
三
項
」
と

ら
第
十
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第

あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、
「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と

六
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
「
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号

、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


